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５月８日以降の面会方法について 

 

拝啓 皆様におかれましては、日頃より施設運営にご理解とご協力をいただき誠にあり

がとうございます。また、日頃より新型コロナウイルス感染症に対する感染症予防対策

や感染防止対策への対応にご協力いただき重ねてお礼申し上げます。 

さて、５月８日以降、新型コロナウイルス感染症が第５類感染症となることを受け、

当施設での面会方法を再検討いたしましたのでお知らせします。皆様のご理解とご協力

をお願いいたします。 

敬具 
 

⚫ 居室面会、敷地内の散歩が可能です（平日及び土日祝日の面会も可能） 

面会時間は 14:00～16:00 で 1 回 20 分程度（お風呂や病院受診等の場合があり

ますので、事前にユニット職員へ連絡ください） 

⚫ 面会人数は、１家族様 2 名までとし、それ以上でお越しの場合は、お車で待機し

ていただくなどして交代でご面会ください。 

⚫ 医療機関や高齢者施設ではマスク着用が推奨されています。面会中はマスクを

着用してください。未就学児の面会も可能ですが、可能であればマスクを着用い

ただき、大人の同伴をお願いします。 

⚫ 玄関内手洗い場で、「手洗い手順書」（手洗い場に掲示）に基づき「手洗い」を行

い、「手指消毒」「体温測定」「体調チェックシートの記入」にご協力ください。 

なお、すべての項目にチェックできない方は、面会をお断りさせていただきます。 

⚫ 面会中の飲食は禁止です。差し入れ等は職員にお声掛けください。 

⚫ 換気のため、面会中は居室の窓を少し開けさせていただきます。 

⚫ 面会終了時のアルコール手指消毒にご協力ください。 

⚫ Ｚｏｏｍによるオンライン面会も実施しております。ご希望の方は事前のご予

約をお願いします。 

⚫ 今後も社会状況を踏まえ面会時間等を随時検討していきます。一方、新型コロナ

ウイルス感染症の発生状況によっては、制限をさせていただく可能性がありま

す。 

以上 
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